
１ 第１回口頭弁論期日について
(1) ２０２３年１０月２日（月）１５時から、仙台高等裁判所にお
いて、控訴審第１回口頭弁論期日が開催されました。担当裁
判官は、仙台高裁第３民事部の瀬戸口壯夫裁判長、 綱島
公彦裁判官、北川瞬裁判官です。
(2) 口頭弁論期日ではまず、控訴人が提出していた、控訴
状、控訴理由書、第１準備書面を陳述（事前に提出している
書面の内容を法廷で口頭で述べた形にする手続）しました。
また、控訴人側提出の各書証（控訴人日野正美さんの陳
述書等）の証拠調べも行いました。
一方、被控訴人が提出していた控訴答弁書が陳述されま
した。
(3) その後、控訴人を代表して、日野正美さんが意見陳述し
ました。日野さんからは、本件訴訟提起の経緯として、自らが
震災後に石巻地域で放射性汚染廃棄物の焼却処分に反対
する運動を通して、女川原発で事故が起きれば取り返しのつ
かない事態になると痛感したことが述べられました。そして、
大飯原発差止判決を書いた樋口英明氏の講演でも、原発の
本質（危険性）を学び、一審判決はそのような本質を全く考
慮していないこと、原子力基本法第２条第３項の「大事故発
生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなけ
ればならない」という考え方に矛盾していることを指摘しまし
た。その上、避難計画がやはり渋滞を招くことや「自家用車で
の避難」を基本とする避難計画は、原則徒歩で避難する津
波避難計画と矛盾するが、原発事故が複合災害となるのは
福島第一原発事故から明らかであることも指摘しました。そし
て、被控訴人が控訴審でも、一審同様に避難計画の実効性
の中身の議論から逃げていることを指摘し、最後に高等裁判
所が、「人権の砦」としての役割を十分に自覚し、避難計画
の実効性の中身について判断すべきであることを強調しまし
た。
控訴人の思い、本訴訟で審理すべき事項等をしっかり述べ
られ、熱意を込めつつも落ち着いた意見陳述であり、裁判所
にもこの思いは届いたのではないかと思います。
(4) 続いて、弁護団から代表して、甫守一樹弁護士が意見
陳述書をしました。
まず、同弁護士が伝えたいこととして、水戸地裁令和３年３
月１８日判決の「深層防護の第１から第５の防護レベルのい
ずれかが欠落し又は不十分な場合には、発電用原子炉施
設が安全であるということはできず、周辺住民の生命、身体
が害される具体的危険があるというべきである。」 という判断
枠組みを本訴訟でも採用すべきと述べました。そして、その
理由として３つ、①現行原子力法規制が「５層の深層防護の
徹底」を求めていること、②「５層の深層防護の徹底」は「福
島原発事故の教訓」に基づくこと、③「５層の深層防護の徹
底」がない原発は「安全と評価できない」こと を挙げました。
①については、原発に求められる安全とは何かにつき、原
発の伴うリスクが不可逆・甚大性、広範囲性、長期・継続性、
全体性という特色があるとして、IAEAの「深層防護」の考え方
を確認しました。IAEAの深層防護のポイントとしては、連続し
た５つの防護レベルを用意しつつ、各防護レベルが独立して
有効に機能することが求められると指摘しました。
次に、②については、国会事故調が、福島第一原発事故
以前の日本では、５層からなる深層防護のうち３層を超える
事象は事実上起き得ないと捉えられ、４層５層が不十分なま
ま放置されたことで、福島第一原発事故被害が発生したと指
摘しており、原発の「安全」には５層の深層防護の徹底が必

要不可欠としました。
最後に、③については、現行の原子力法規制が、原発に
「５層の深層防護の徹底」を求めており、徹底されていない原
発は安全と評価できないことを指摘しつつ、深層防護の考え
方は、原発固有の考え方ではない一例として、船舶安全法
を挙げました（万が一の海難事故の際に救命設備を備えて
いない船舶は法令上航行が許されない）。そして、５層の深
層防護が徹底されていない原発に内在するリスクは、広域か
つ甚大な被害をもたらすもので、原発の設計条件を超える事
象が起きるかは予測できず、現行の原子力法規制も５層の
深層防護を求め、国民の生命・身体のための安全確保が最
優先と位置づけられている（原発再稼働の利益は優先すべ
きでない）ことから、許容すべきでない危険と解釈すべきと
し、再度、水戸地裁判決の判断枠組みを採用すべきと結び
ました。
深層防護や現行の原子力法規制の考え方をしっかり整理
し、水戸地裁判決の判断枠組みを採用すべきことを理路整
然と述べられた意見陳述でした。

２ 進行協議期日について
(1) 口頭弁論期日に続いて、関係者のみ（裁判所、控訴人
ら、控訴人代理人ら、被控訴人代理人、東北電力関係者）で
控訴審の進行をいかにするのかを協議する、進行協議期日
が開催されました。
(2) この進行協議期日では、裁判所から、裁判所が考える判
断枠組みの考え方、及び進行方針について伝えられまし
た。高等裁判所では、一審裁判所と異なり、避難計画の実効
性の中身についての判断を行う旨が伝えられました。概要は
以下のとおりです。
・福島原発事故後、IAEAの深層防護の徹底を求められる
ようになり、第５層が明らかに欠けているなら、１～４層に
関係なく、一定地域の住人への人格権侵害が認められる
余地がある。
・本件避難計画については、原子力防災会議で具体的
合理的と確認了承されていることも踏まえ、裁判所の審理
対象は、このような避難計画の実効性審査につき、原子
力災害対策指針に照らして、看過しがたい過誤があるか
を判断することとなる。このような判断枠組みは、水戸地
裁判決と同じである。

(3) 今後の進行としては、控訴人が、本件避難計画がどのよ
うな点で、原子力防災会議での確認了承が具体性合理性を
欠くのか、各控訴人がどの当たりに居住しているのか（PAZな
のか、UPZなのか）等を主張立証することとなりました。

３ 控訴審では、一審判決と異なり、避難計画の実効性の中
身についての判断が期待できます。
弁護団としては、裁判所の求めにしっかりと応え、避難計画
に実効性がないこと、原子力防災会議の確認了承に具体性
合理性がないことをしっかりと主張立証していきたいと思いま
す。今後も多くの傍聴、ご支援、さらには女川原発再稼働問
題の関心を高めるための行動等、よろしくお願いいたしま
す。
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